
障害者福祉施策
児童福祉施策の最新の動向

千葉県サービス管理責任者及び

児童発達支援管理責任者更新研修

千葉県健康福祉部障害福祉事業課
地域生活支援班 福嶋

この講義のねらい

・研修制度見直し後のサービ
ス管理責任者、児童発達支
援管理責任者の役割・研修
制度を理解する

・障害者福祉施策、児童福祉
施策の最新の動向を知ること
で知識のアップデートを図る
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サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者

研修制度について

研修の現行制度について確認しましょう

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

○ 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、
実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件(注)を設定。
※令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は令和５年度末までに更新研修の受講が必要。

○ 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、
共通で実施する。
※ 共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完(予定)。

○ このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修修了時点において、サービス管理責任者等の一部業務を可能とする等の見直しを行う。
※ 新カリキュラム移行時に配置に関する実務要件を満たす者等について、一定期間、基礎研修修了後にサービス管理責任者等としての配置を認める経過措置。

サービス管理責任者の配置に関する
実務経験要件

児童発達支援管理責任者の配置に
関する実務経験要件

サービス管理責任者
児童発達支援
管理責任者
として配置

旧

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を修了

サービス管理責任者等研修（統一） を修了
（講義・演習: 15h）

【新規創設】

サービス
管理責任者等
実践研修
（14.5h）
を修了

サービス管理責任者の配置に関する実
務経験要件

児童発達支援管理責任者の配置に関
する実務経験要件

【一部緩和】
※配置に関する実務経験要件を満たす予定

の日の２年前から、基礎研修受講可

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後

【新規創設】

サービス
管理責任者等
更新研修
（13h）

※５年の間毎に１度修了

ＯＪＴ
一部業務
可能

【新規創設(予定)】
専門コース別研修

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある
・更新研修：①過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員の実務経験がある

又は②現にサービス管理責任者等として従事している

相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を修了

サービス管理責任者等研修共通
講義及び分野別演習を受講（１９ｈ）

厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修資料（一部改変）
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【改定】基礎研修

相談支援初任者研修
講義部分の一部を受講

サビ管・児発管研修を
受講（１５ｈ）

【新規】

サビ管・
児発管
実践研修

（１４．５
ｈ）

【一部緩和】

サビ管・児発管
実務要件

※ 実務要件に２年
満たない段階から、
基礎研修の受講可

サビ管・
児発管
として
配置

【新規】

サビ管・児発管
更新研修
（１３ｈ）

※５年毎に受講

5

ＯＪＴ
一部
業務
可能

(注)一定の実務経験の要件
・実践研修：過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験
・更新研修：
①過去５年間に２年以上のサビ管・児発管等の実務経験がある又は②現にサビ管・児発管等として従事
※令和5年度までの間は、「サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及
演習を省略することができる。」また、令和5年度まで、多くの都道府県では、旧サビ児管研修を受講した
サビ児管等経験のある職員が受講対象となる。

基礎・実践・更新研修の流れ

基礎研修・実践研修・更新研修のねらい

基礎研修：プロセス
アセスメント、個別支援計画の作成、
相談支援専門員との連携、多職種連携

更新研修：自己検証
施策の最新の動向、自己検証、スーパー

バイズ

実践研修：質の向上
支援会議の運営、サービス（支援）提供職員への助

言・指導、個別支援計画の質の向上

3年
原案作成が可能

5年
サービス（児童発達支

援）管理責任者として配置

5年毎
サービス（児童発達支

援）管理責任者として継続

サービスの質 人材育成 地域連携

厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修資料（一部改変）
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基礎研修（うち相談支援従事者初任者研修講義部分） 時間数

講義

１ 障害者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義 5h

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関
する講義 3h

３ 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3h

合計 11h

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修

基礎研修（うち研修講義、演習部分）（改正後） 時間数

講義

１ サービス管理責任者の役割に関する講義 4.5h

２ アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 5.5h

演習 ３ サービス提供プロセスの管理に関する演習 7.5h

合計 15h

実践研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・演
習

２ サービス提供に関する講義及び演習 7h

３ 人材育成の手法に関する講義及び演習 2.5h

４ 他職種及び地域連携に関する講義及び演習 6h

合計 14.5h

更新研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・演
習

２ サービス提供の自己検証に関する演習 5h

３ サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジ
ョンに関する講義及び演習

7h

合計 13h

※令和５年度までは１及び２のみの実施でも可とする

サービスの質

サービスの質

人材育成 地域連携

サービスの質

人材育成 地域連携

厚生労働省サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修資料（一部改変）

サービス管理責任者等に
関する告示の改正について

（令和5年6月30日）

基礎研修受講後、実践研修を受講するまでのＯＪＴ期間について例外が示さ

れたため、国資料を用いてお示しします。その他、示された改正については、

千葉県ホームページに記載しておりますので各自御確認ください。
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①実践研修の受講に係る実務経験（O J T ） について

基礎研修
（26h）
修了

実践研修
（14.5h）
修了

実務経験Ⓐ (OJT)（相談支援業務又は直接支援業務）

(２年以上）

• 現行制度上、実践研修の受講にあたって必要な実務経験Ⓐ(OJT)については、基礎研修修了後「２年以上」の期間としており、これ

を原則として維持しつつ、一定の要件を充足した場合には、例外的に「６月以上」の期間で受講を可能とする。

【要件】※①～③を全て満たす必要あり

① 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件Ⓑ（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）を

満たしている。

② 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。（具体的には以下のいずれかのとおり）

• サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務（※）を行う。

• やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画

の作成の一連の業務を行う。

（※） 利用者へ面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。詳細について

は今後周知予定。

③ 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

（施行日前の実務経験Ⓐ(OJT)の取扱い及び届出の方法等、詳細については今後整理した上で周知予定）

実務経験要件 研修修了要件

サービス管理
責任者等とし
て配置可

（５年毎に要
更新）

実務経験Ⓑ

相談支援業務
又は

直接支援業務
３～８年

配置要件（原則）

実践研修
（14.5h）
修了

実務経験Ⓐ (OJT)
（個別支援計画作成）

(６月以上）【新規】

配置要件（例外）
基礎研修
（26h）
修了

基礎研修受講時に既に左記実務経験要件
（３～８年）を満たしている者に限り選択可能なルート

に従事する旨を事前届出

（具体的な業務内容）
利用者へ面接の上アセスメントを実施、個別支援計画の原案を作成、
サービス管理責任者等が開催する個別支援会議への参加等

要件①

要件②

要件③
個別支援計画の作成の業務

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント

※「サービス管理責任者等」とは、サービス管理責任者
及び児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。

別添１

相談支援又は直接支援の業務の
実務経験が３～８年ある

上記実務経験が
基礎研修受講日時点で既にある

基礎研修修了後のOJTについて、
個別支援計画作成の一連の業務で行う

個別支援計画作成の一連の業務を行うことについて、
指定権者に届出を行っている（又は予定）

はい

いいえ
実務経験が１～６年あれば基礎研修受講可

（ただしOJT期間は２年以上必要）

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

基礎研修修了後のOJTについて、
６月以上で可能！

OJT期間は２年以上必要
（内容は相談支援又は直接支援の業務で可）

OJTの内容が相談支援又は直接支援の業務の場合、
期間は２年以上必要

業務実施についての届出がない場合、
OJT期間は２年以上必要

別添２
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②やむを得ない事由による措置ついて

• やむを得ない事由（※）によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、現行制度上、サービス管理責任者等が欠い た日か

ら１年間、実務経験（３～８年）を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置可能であるが、これに加え、 当該者が一定の要

件を充足した場合については、実践研修を修了するまでの間（最長でサービス管理責任者等が欠いた日から２年間）サービス管理責

任者等とみなして配置可能とする。

（※） 「やむを得ない事由」については、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所に

サービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である。

【要件】※①～③を全て満たす必要あり

① 実務経験要件（相談支援業務又は直接支援業務３～８年）を満たしている。（現行と同じ）

② サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みである。

③ サービス管理責任者等が欠如する以前からサービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている。

サービス管理責任者等が欠如する以前から
当該事業所に配置されている者

実務経験要件

実務経験

相談支援業務
又は

直接支援業務
３～８年

基礎研修（26h）を修了

研修修了要件

期間経過後、継続して サ
ービス管理責任者等と し
て配置するには、配置要
件における研修修了要件
（実践研修まで修了） を満

たす必要あり

サービス管理責任者等欠如
以前に修了済み

要件①

要件②

要件③

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント

※サービス管理責任者等の配置要
件である研修が未修了でも、左記
実務経験があればみなし配置可

やむを得ない事由による人員の欠如時以降、
１年間サービス管理責任者等とみなして従事可能

（現行どおり）

実践研修修了時まで（最長で欠如時以降２年間）

サービス管理責任者等とみなして従事可能【新規】

別添３

サービス管理責任者等の欠如について
やむを得ない事由によるものと自治体が認めている

相談支援又は直接支援の業務の
実務経験が３～８年ある

サービス管理責任者等の欠如した時点で
既に基礎研修を修了済みである

サービス管理責任者等の欠如時以前から
当該事業所に配置されている

はい

いいえ
欠如がやむを得ない事由によるものでなければ、

みなし措置の対象外

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

実践研修修了時まで（最長で欠如時以降２年間）
みなし配置可能

実務経験が３～８年ない場合は
みなし措置の対象外

基礎研修が未修了又は修了が欠如後の場合は
みなし期間は１年間

欠如時後に当該事業所に配置された者の場合は
みなし期間は１年間

別添４
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サビ管・児発管更新研修を受講した者の
取扱いについて重要なポイント１

実践研修又は更新研修を受講した後、

サビ児管の資格を維持するためには

５年毎に更新研修を受講する必要がある

①サビ管・児発管として認められない

②再度認められるには実践研修の受講が必要

③基礎研修から再度受講する必要はない

受講しないと・・・

サビ管・児発管研修を受講した者の
取扱いについて重要なポイント２

実践研修又は更新研修を受講した後は、５年毎に更新研修を受講する必要がある。

受講する際は、下記要件のいずれかに該当する必要がある。（全てではない）

①現に指定障害福祉サービス事業所等において、 サビ管や児発管又は管理者とし
て従事していること（現職であること）

②現に指定一般相談支援事業所や特定相談支援事業所において、相談支援専門員
として従事していること（現職であること）

③更新研修の受講開始日前５年間において、①・②の業務に概ね２年間以上従事して
いること

11
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～まとめ～
研修の見直しから見るポイント

・見直し前の研修制度では、支援技術の向上や知識の
アップデートの機会が設けられていなかった。そのこと
を踏まえて研修の見直しが行われた。

・今までのサビ児管研修は、分野別に実施されてきた
が、分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築す
る観点から分野が統合された。

・研修が１種類から３種類に増加し、５年ごとに資格を
更新する機会が設けられた。

・この更新研修は、自己検証をすることで自事業所の
サービスの質を見つめ直すことや職員に対するスー
パーバイズができるようになることが目的となっている
ので意識して受講する。

サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者の

役割について

与えられた役割を再確認して業務に務めましょう
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管理者

①指定要件：専従

②対象者像：施設長（管理職）を想定

③要件：
・社会福祉主事の資格を有するか又は

社会福祉事業に２年以上従事した経験のある者、又は
社会福祉施設長資格認定講習会を修了した者
（最低基準）

④根拠：社会福祉法６６条

⑤責務：「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守さ
せるために必要な指揮命令」

サービス管理責任者

①指定要件：専従で常勤

②対象者像：サービス提供部門の管理職

又は指導的立場の職員を想定
③要件：
・実務経験（３～８年）
・サービス管理責任者研修修了
・相談支援従事者研修（講義部分）受講

④根拠：総合支援法４２条、児童福祉法第２１条の５の１７、
第２４条の１１

⑤責務：「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの
管理、他のサービス提供職員への技術指導と助言等」

Ⅰ「管理者」と「サービス管理責任者」の比較 ①

役割整理が必要

管理者の業務内容例

①利用者・市町村への契約支給量報告等
②利用者負担額の受領及び管理
③介護給付費の額に係る通知等
④提供するサービスの質の評価と改善
⑤利用者・家族に対する相談及び援助
⑥利用者の日常生活上の適切な支援
⑦利用者家族との連携
⑧緊急時の対応、非常災害対策等
⑨従業者及び業務の一元的管理
⑩従業者に対する指揮命令
⑪運営規程の制定
⑫従業者の勤務体制の確保等
⑬利用定員の遵守
⑭衛生管理等
⑮利用者の身体拘束等の禁止
⑯虐待防止や感染症・災害対策
⑰地域との連携等
⑱記録の整備

サービス管理責任者の業務内容例

①利用者に対するアセスメント

②個別支援計画作成の作成と変更

③個別支援計画の説明と交付

④サービス提供内容の管理

⑤サービス提供プロセスの管理

⑥個別支援計画策定会議の運営

⑦サービス提供職員に対する技術的な指導と
助言

⑧サービス提供記録の管理

⑨利用者からの苦情の相談

⑩支援内容に関連する関係機関との連絡調整

⑪管理者への支援状況報告

Ⅰ「管理者」と「サービス管理責任者」の比較 ②
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管理者の責務

「従業者及び業務の一元的な管理や
規定を遵守させるため必要な指揮命令」

サービス管理責任者の責務

「サービス提供プロセスに関して
他のサービス提供職員に対する
技術的な助言や指導等」

サービス提供職員 A

サービス提供職員 B

サービス提供事業所

事務職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

サービス提供部門

人事管理
指揮命令

人事管理
指揮命令

その他の職員

サービス内容
の管理に関す
る指示・指導

Ⅰ「管理者」と「サービス管理責任者」の関係イメージ

個別支援計画の作成・支援の確認（モニタリング）などの指導の他、報告、連絡、
相談、引継ぎが事業所の支援チーム内で機能しているか等にも注意する。

サービス管理責任者等は、
仕事の結果が問われる

例えば、

○個別支援計画の作成など、利用者のニーズに基づいたサービ
ス提供の仕組みを作ったか

○適切な個別支援計画の作成やサービス提供ができるよう、
サービス提供職員を適切に支援したか

○利用者に対して質の高いサービスを提供したか

などが評価される。

サービス管理責任者等は自分自身の役割を

常に意識して責任を果たすべき。

14



障害者福祉施策の
最新の動向

障害者福祉施策の最新の動向について理解することで

利用者の置かれている制度的環境の変化を理解しましょう

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

• 居宅介護の特定事業所加算に算定にあたり、重度障害児への対応を評価

＜特定事業所加算の算定要件に重症心身障害児及び医療的ケア児への支援を追加＞

• 入院中の重度訪問介護の利用について特別なコミュニケーション支援を必要とする

障害支援区分４及び５の利用者も対象に追加

＜入院中の重度訪問介護利用の対象 区分６ ⇒ 区分４以上＞

• 重度化・高齢化を踏まえた居宅介護・重度訪問介護の国庫負担基準の見直し

＜居宅介護の国庫負担基準に介護保険対象者の区分を追加 等＞

１ 障害福祉サービス等における横断的な改定事項

• 現行の処遇改善加算の一本化及び加算率の引き上げ
＜職種間配分ルールの統一、月額賃金改善に関する要件の見直し 等＞

• 地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を 評価する加算を創設

＜地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】500単位/月＞

• 強度行動障害を有する障害者の受入体制の強化や、「中核的人材」の配置や 「集中的支援」につ

いて評価（生活介護 ・ 施設・グループホーム等）

＜基礎研修受講者を20%以上配置し、区分６かつ行動関連項目10点以上の者に支援を行った場合 360単位/日、

集中的支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 感染症発生時に備えた医療機関との連携強化（施設等）

＜障害者支援施設等感染対策向上加算（Ⅰ）【新設】10単位/月 等＞

• 障害者虐待防止措置や身体拘束の適正化等、必要な基準を満たしていない

場合の減算の導入 ・ 見直し（全サービス共通）
＜虐待防止措置未実施減算【新設】所定単位数の1%減算 等＞

• 通所系サービスにおける食事提供加算の見直し
＜栄養面の評価を導入したうえで、経過措置を令和９年３月31日まで延長＞

• 物価高騰を踏まえた施設における補足給付の基準費用額（食費・光熱水費）の見直し

＜基準費用額 54,000円 ⇒ 55,500円＞

• 障害福祉現場の業務効率化（全サービス共通）
＜管理者の兼務範囲の見直し、テレワークの取扱いの明確化、申請書類の標準化 等＞

２ 訪問系サービス

（居宅介護・重度訪問介護 ・同行援護 ・ 行動援護・重度障害者等包括支援）

• 生活介護においてサービス提供時間に応じた評価を導入
＜生活介護の基本報酬の見直し。なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた 個々の支援時間で

算定することを基本とするなど一定の配慮を設ける＞

• 医療的ケアが必要な者へ対応の評価（生活介護 ・施設 ・ 短期入所）

＜人員配置体制加算（Ⅰ）利用定員20人以下 321単位/日、喀痰吸引等実施加算【新設】30単位/日 等＞

• 短期入所における緊急時の受け入れを更に評価

＜緊急短期入所受入加算（Ⅰ）180単位 ⇒ 270単位 等＞

• 福祉型短期入所サービスにおける医療的ケア児者の受入れを促進

＜医療型ケア対応支援加算【新設】120単位/日 等＞

３ 日中活動系サービス （ 生活介護 ・短期入所 ）

• 施設のすべての入所者に対して、地域移行の意向を確認。グループホームの見学

地域活動への参加等を評価

＜意向確認に関する指針未作成の場合の減算 5単位/日、地域移行促進加算（Ⅱ）【新設】60単位/日等＞

• 施設における10人規模の利用定員の設定

＜基本報酬で対応。生活介護も同様の対応＞

• 施設から地域へ移行し、入所定員を減らした場合の加算を創設

＜地域移行支援体制加算【新設】＞

• グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の評価

＜自立生活支援加算（Ⅰ）【新設】1000単位/月 等＞

• 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて加算する報酬体

系へ見直し

＜グループホームの基本報酬の見直し＞

• グループホーム等において地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入

れる取組を義務づけ

＜運営基準に規定。ただし、令和6年度は努力義務とし、令和７年度から義務化＞

４ 施設系・居住支援系サービス
（ 施設入所支援・共同生活援助 ・自立生活援助 ）

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

５ 訓練系サービス
（ 自立訓練（機能訓練 ） ・自立訓練（生活訓練 ） ）

• 社会生活の自立度評価指標（SIM）の活用と報酬上の評価

＜個別計画訓練支援加算（Ⅰ）【新設】47単位/日 等＞

• ピアサポートの専門性の評価
＜ピアサポート実施加算【新設】100単位/月＞

• 就労移行支援事業所を定員10名以上から実施可能となるよう見直し

＜利用定員規模 20人以上⇒ 10人以上＞

• 就労継続支援A型のスコア方式について、生産活動収支や平均労働時間に応じた評価となる

よう項目を見直し

＜就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式を見直し＞

• 就労継続支援B型における平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた

報酬体系に見直し

＜就労継続支援B型の基本報酬の見直し、人員配置「6：1」の報酬体系の創設【新設】、目標工賃達成加算【新

設】10単位/日 等＞

• 就労定着支援の基本報酬を就労定着率のみに応じた報酬体系に見直し

＜就労定着支援の基本報酬の見直し＞

• 就労選択支援の円滑な実施のための基本報酬・ 人員配置基準等の設定
＜就労選択支援サービス費【新設】 1210単位/日＞

７ 相談系サービス （計画相談支援・障害児相談支援 ）

• 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、機能強化型の基本報酬を充実

＜計画相談支援の基本報酬の見直し＞

• 地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援専門員を更に評価

＜主任相談支援専門員配置加算 100単位/月

* 主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 300単位/月 ・ 100単位/月＞

• 相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充

＜医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月 ⇒ 150～300単位/月 等＞

８ 障害児支援
（ 児童発達支援・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援
・ 保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設）

６ 就労系サービス
（ 就労移行支援・就労継続支援 A型 ・就労継続支援B 型
・就労定着支援・就労選択支援 ）

• 児童発達支援センター等における中核機能を評価

＜中核機能強化加算【新設】 22単位～155単位/日

中核機能強化事業所加算【新設】 75単位～187単位/日＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて総合的な支援を推進

＜総合的な支援の提供を基本とすることを運営基準に規定 等＞

• 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいてサービス提供時間に応じた評価を導入

＜児発・放デイの基本報酬の見直し ＞

• 支援ニーズの高い児への支援の評価を充実

＜入浴支援加算【新設】55単位/日、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】100単位

強度行動障害児支援加算 155単位/日 ⇒ 200又は250単位/日 等＞

• 家族支援の評価を充実

＜事業所内相談支援加算 80単位/月１回 ⇒ 家族支援加算 80単位/月４回（ｵﾝﾗｲﾝ 60単位）、

延長支援加算の見直し 等＞

• インクルージョン推進の取組への評価を充実（保育所等訪問支援の充実 等）

＜訪問支援員特別加算 679単位/日 ⇒ 700又は850単位/日＞

• 障害児入所支援における小規模化や地域生活に向けた支援等への評価を充実

＜小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ加算 240単位/日 ⇒ 186～320単位/日

ｻﾃﾗｲﾄ型 +308単位/日 ⇒ +378単位/日、移行支援計画の作成等を運営基準に規定 等＞

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変

重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実

①入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用（現行は、障害支援区分６の利用者のみ）について、特別なコミュニケーション支援を必要と
する障害支援区分４及び５の利用者も対象とする。

医療と福祉の連携

入院前

医療機関
職員（医師、看護
師、事務員等 ）

関係者による事前調整

障害者本人

相談支援
重度訪問介護事業所

専門員
職員（サービス提供 ※この他、訪問介護

※福祉関係者は重
責任者、管理者、重度 等の関係者も参加

度訪問介護事業所
訪問介護従業者) する場合あり。

のみの場合あり。

②入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った

場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について評価する。

【現行】

・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要とする

障害支援区分６の障害者

【見直し後】

・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要とする

障害支援区分４・ ５ ・ ６ の障害者

【新設】入院時支援連携加算 300単位を加算（入院前に１回を限度）

入院中の重度訪問介護利用における医療と福祉の連携（イメージ）

【医療機関との具体的な事前調整の内容】

（１）障害者本人、障害福祉サービス等事業者から医療機関への伝達事項
・入院する障害者の基本情報、利用している障害福祉サービス等
・入院する障害者の障害特性等の伝達 （障害の状態、介護方法（例：体位変換、
食事、排泄）など）
・障害者本人の入院中の生活・退院後の生活の希望
・重度訪問介護の制度（目的、内容）

（２）医療機関から障害福祉サービス等事業者への伝達事項
・医療機関の入院規則
・感染対策（体温等の確認、マスク装着の徹底）

（３）医療機関と障害福祉サービス等の調整
・看護師が行う業務と重度訪問介護従業者が行う業務の確認
（コミュニケーション支援の範囲の確認）
・障害特性を踏まえた病室等の環境調整や対応（ベッド等の配置など）
・重度訪問介護従業者の人数、勤務時間、勤務体制
・重度訪問介護従業者から医療機関への報告等の伝達方法
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出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援の充実

③ 集中的な支援の評価（自立生活援助）

○ 利用者の支援の必要性に応じて、おおむね週１回を超えて訪問に
よる支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。

【新設】集中支援加算 500単位／月

＊自立生活援助サービス費(Ⅰ)において、月6回以上の訪問による支援を実施した

場合に加算

① 対象者の明確化（自立生活援助、地域定着支援）

○ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが利用できる

対象者を明確化する。

② 基本報酬の見直し（自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援）

○ 障害者の地域移行の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月１回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法を
弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

自立生活援助 【現 行】 自立生活援助サービス費（Ⅰ） 1,558単位／月（30人未満） 1,090単位／月（30人以上）

                                          自立生活援助サービス費（Ⅱ） 1,166単位／月（30人未満） 817単位／月（30人以上）

                        【見直し後】 自立生活援助サービス費（Ⅰ） 1,566単位／月（30人未満） 1 ,095単位／月（30人以上）

自立生活援助サービス費（Ⅱ） 1,172単位／月（30人未満） 821単位／月（30人以上）

【新 設】 自立生活援助サービス費（Ⅲ） 700単位／月 ＊居宅への訪問とテレビ電話等を活用した支援をそれぞれ月1回ずつ以上で算定

地域移行支援 【現 行】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,504単位／月 （Ⅱ）3,062単位／月、 （Ⅲ）2,349単位／月

【見直し後】 地域移行支援サービス費（Ⅰ）3,613単位／月 （Ⅱ）3,157単位／月 （Ⅲ）2,422単位／月

地域定着支援 【現 行】 ・体制確保費 306単位／月 緊急時支援費（Ⅰ） 712単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）95単位／日

【見直し後】 ・体制確保費 3 15単位／月 緊急時支援費（Ⅰ） 734単位／日 緊急時支援費（Ⅱ）98単位／日

④ サービス提供体制の推進（自立生活援助）

○併設する相談支援事業所において、地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責任者と みなすことができるよう、
人員基準を見直す。

○サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60：１とする。
○多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅱ）

【新設】
自立生活援助

（Ⅲ）

【新設】
集中支援加算

地域定着支援
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出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変

新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①

○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に

就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

○ 令和７年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労
選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向があ
る者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のあ
る者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４月以降、原則として
就労選択支援を利用する。

基本プロセス

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理（アセスメント）を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当
者等に意見を求める。

○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

ハローワーク等
アセスメント結果を踏まえて

職業指導等を実施

企
業
等

一般就労等

本人と協同して作成したアセスメント結果を

支給決定等において勘案

就労継続支援Ｂ型事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労移行支援事業所

就労系障害福祉サービス利用

就労選択支援事業所

障
害
者
本
人
と
協
同

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

② ③
多 関
機 連係
関 絡機
連 調関
携 整等
会 と
議 の

本人への情報提供等（随時）

障
害
者
本
人

計
画
相
談
支
援
事
業
所
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支給決定期間
○ 原則１ヶ月 １ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う

必要が ある場合は、2ヶ月の支給決定を行う。

○障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合っ
た選択を支援する就労選択支援を創設する。（令和７年10月１日施行）

対象者 基本報酬の設定等
○ 就労選択支援サービス費 1210単位／日

○ 特定事業所集中減算 200単位／月

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定就労
継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占め
る割合が100分の80を超えている場合について、減算する。

就
労
系
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
希
望

④
雇
用
事
例
等
の
情
報

収
集
、
情
報
提
供
等

計
画
相
談
支
援
事
業
所

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施②

実施主体

○就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業
所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような事業者
を実施主体とする。

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材
開発支援助成金（障害者職業能力開発コース）による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等

○就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に
関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることとする。

従事者の人員配置・要件

○ 就労選択支援員 １５：１以上
• 就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※ 経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から２年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択
支援員とみなす。

• 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件
とする。
※ 基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間（令和９年度末までを想定）は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を
有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。

• 就労選択支援は短時間のサービスであることから個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めないこととする。

特別支援学校における取扱い

○より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施できること、 また、在学
中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。

34

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う
生活介護の個別支援計画の記載方法について

 生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基
づき算定することとなり、厚生労働省から記載方法について記載例が示されました。

 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定に該当する
時間を加えた合計の時間を支援の標準的な提供時間等の欄に記載されたい。

18



３．日中活動系サービス 

（１）生活介護 （生活介護における個別支援計画の記載方法）

 問 21 生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなっ
たが、個別支援計画にどのように 記載すればよいか。

 （答） 生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画 を作成する。 
  個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定（※） に該当する時間を加えた合計

の時間を支援の標準的な提供時間等の欄に記載されたい。

       ※ 生活介護の配慮規定とは以下のこと 
            

〇利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要す
る時間が往復３時間以上となる場合は、１時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることがで
きる。 

             
        〇医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が10点以上である者、盲ろう者等で

あって、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間（サービス提供時間が６時間未満）
           にならざるを得ない利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後におけ
           る翌日の受け入れのための申し送り事項 の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれる
           ことから、これらに実際に要した時間を、１日２時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間
           として加えることができる。

         〇送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、 戸締り等）に要する時間は、生活介
            護計画に位置付けた上で、１日１時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加える
            ことができる。 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２ 
（令和６年４月５日）

生活介護は記入必須
（生活介護の記載例）
・サービス提供時間 ４時間
・送迎に係る配慮 １時間
・障害特性に係る配慮 ３０分
・送迎時の移乗等 ３０分

使い方は任意だが、左に支援内容、右側にポイントを書く等

支援をカテ
ゴリー化し
て記載する
等の工夫
に使用。
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●地域における中核機関としての体制・取組
・市町村との連携体制、幅広い発達段階に対応する体制、ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ推進体制、
相談支援体制等の確保、取組内容の公表、外部評価の実施、職員研修の実施等

イ 地域支援や支援のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの専門人材の配置・取
組（関係機関連携・ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進等）

基本
要件

体
制
・

組

件

１．児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

障害児支援の専門人材の配置・取組（障害特性を踏ま
えた専門的支援・ﾁｰﾑ支援、人材育成等）

ハ 多職種連携による専門的な支援体制・取組
（保育士・児童指導員、PT、OT、ST、心理、看護等）

（Ⅱ）イ＋ロ
44～124単位／日

（Ⅲ）イ又はロ
22～ 62単位／日

（Ⅰ）イ＋ロ＋ハ全てに適合

55～155単位／日

連 携

市町村

【体制の例】
・１（又は複数）の児童発達支援ｾﾝﾀｰが
中核拠点型として機能を発揮

・それぞれ専門性や強みを持つ児童発達
支援ｾﾝﾀｰと地域の事業所が連携して機
能を発揮

・ｾﾝﾀｰが未設置の場合等に、地域の中核
となる１の事業所が機能を発揮

・それぞれ専門性や強みを持つ地域の
複数の事業所が連携して機能を発揮

関係機関

児童発達支援センター

中核機能強化事業所 中核機能強化事業所

専門的・包括的支援

○ 児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、
地域の障害児支援体制の充実を図る
（①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備 ②児童発達支援センターの機能 ・運営の強化）

①障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

〇 児童発達支援ｾﾝﾀｰの基準・基本報酬について、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における３類型（障害児、難聴児、重症心身
障害児）の区分も一元化
• 一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型（障害児）を基本に設定
• 児童発達支援ｾﾝﾀｰが治療を併せて行う場合には、旧医療型で求めていた医療法に規定する診療所に必要とされる基準を求める
• ３年（令和９年３月３１日までの間）の経過措置期間を設け、この間、一元化前の旧基準に基づく人員・設備等による支援を可能とする。
この場合に算定する基本報酬・加算について、現行の基本報酬と今回の報酬改定の内容を踏まえて設定

②児童発達支援センターの機能・運営の強化

〇 専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進める
など、４つの機能（※）を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担う
児童発達支援ｾﾝﾀｰについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に
応じて段階的に評価（中核機能強化加算）
（※）①幅広い高度な専門性に基づく発達支援 ・ 家族支援機能

②地域の障害児支援事業所に対するｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ機能

③地域のｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの中核機能
④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

〇 児童発達支援ｾﾝﾀｰが未設置の地域等において、ｾﾝﾀｰ以外の事業所
が中核的な役割を担う場合に評価（中核機能強化事業所加算）

児童発達支援ｾﾝﾀｰ等を中核とした地域の支援体制の整備・強化

新設《中核機能強化加算》22～155単位／日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援
ｾﾝﾀｰにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・
保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に
対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

新設《中核機能強化事業所加算》 75～187単位／日
※ 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、専
門人材を配置して、自治体や地域の関係機関等との連携体制を確保しながら、こ
どもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合

児童発達支援ｾﾝﾀｰ（中核拠点型）

児童発達支援事業所・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（中核機能強化事業所）
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取

要

出典 厚生労働省 こども家庭庁 令和６年２月６日
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 一部改変

○適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に
応じた質の高い発達支援の提供を推進する
（①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 ②関係機関との連携の強化 ③将来の自立等に向けた支援の充実、④その他）

①総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等 【児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ】

〇 支援において、５領域（※）を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において５領域とのつながりを
明確化した上で提供することを求める《運営基準》
（※）「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「人間関係・社会性」

〇 ５領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成・ 公表を 新設《支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ未公表減算》
求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける 所定単位数の85％算定 ※令和７年４月１日から適用

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態（常勤 ・ 非常勤等）や経験年数に応じて評価

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別 ・ 集中的な支援の計画的な実施に
ついて、２段階で評価

〇 基本報酬について、極めて短時間の支援（30分未満）は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が
可能となるよう、支援時間による区分を設ける
• 支援時間による区分は「30分以上１時間30分以下」「１時間30分超３時間以下」「３時間超５時間以下」の３区分とする（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおいては、

「３時間超５時間以下」は学校休業日のみ算定可）
• ５時間（放デイ平日は３時間）を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価

〇 自己評価・保護者評価について、実施方法を明確化する《運営基準》

児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの報酬体系（全体像）

２．質の高い発達支援の提供の推進①

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ

専門的支援加算（配置）

特別支援加算（実施）※併算不可

児童指導員等加配加算
（配置：資格等に応じた評価）

《児童指導員等加配加算》
[現行] 理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日

児童指導員等を配置 ４９～１２３単位／日
その他の従業者を配置 ３６～９０単位／日

[改定後] 児童指導員等を配置
常勤専従・経験５年以上 ７５～１８７単位／日
常勤専従・経験５年未満 ５９～１５２単位／日
常勤換算・経験５年以上 ４９～１２３単位／日
常勤換算・経験５年未満 ４３～１０７単位／日
その他の従業者を配置 ３６～９０単位／日

《専門的支援加算・特別支援加算》
[現行] 〇専門的支援加算

理学療法士等を配置 ７５～１８７単位／日
児童指導員を配置 ４９～１２３単位／日
○特別支援加算 ５４単位／回

[改定後] 〇専門的支援体制加算 ４９～１２３単位／日
専門的支援実施加算 １５０単位／回
（原則月４回まで。利用日数等に応じて最大６回まで）

※体制加算：理学療法士等を配置 （放デイは２回～６回まで）
実施加算：専門人材が個別・集中的な専門的支援を計画的に実施

加
算

加
算

基
本
報
酬

基
本
報
酬

１日単価

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅲ（不登校児童）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅱ（要保護・要支援児童）

個別ｻﾎﾟｰﾄ加算Ⅰ（重症児・ｹｱﾆｰｽﾞの高い児）

専門的支援実施加算（実施）

専門的支援体制加算（配置）

児童指導員等加配加算
（配置：経験年数等に応じた評価） 延長支援加算

預かりﾆｰｽﾞに
対応した支援

①３０分以上～
１．５時間以上

②１．５時間越～
３時間以下

③３時間越～
５時間以下

５時間越
（放ﾃﾞｲ平日
は3時間越）

下限の設定／時間区分の創設

※児発は旧個別ｻﾎﾟｰﾄⅠを包括して評価

※図の高さは単位数とは一致しない
※放デイは平日は②まで、学校休業日は③まで算定可

見 直 し 後現 行

新

改

改

改

改

改

改

出典 厚生労働省 こども家庭庁令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う
障害児通所支援の個別支援計画について

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援及び放課後等デイサービスに

おいて、適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、児童発達支

援ガイドライン等に基づく下記５領域の視点をすべて含めた総合的な支援を基本とし、支援内容につ

いて、個別支援計画等において５領域とのつながりを明確化した上で支援を提供することとなりました。

あわせて、支援については、インクルージョン（障害児の地域社会への参加・包摂）の観点も踏まえ

た内容とし、この点についても個別支援計画に記載していくことが求められるようになりました。

健康・生活 運動・感覚 認知・行動 言語・コミュニケーション 人間関係・社会性

【５領域の項目】

21
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このほか、専門的支援実施体制を整えて実行する場合は、別紙にて
『専門的支援実施計画書』作成も必要。

障害者の意思決定支援を推進するための方策

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サービス事業等

の基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

• 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

• 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を 
しなければならない。

• 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、

当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

• 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対する意向
等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援

計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・ サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定

支援が行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

相談支援事業者
サービス事業者 ア

セ
ス

計
画
原

メ 案
ン 作
ト 成

モ
ニ
タ
リ
ン
グ※

利用者本人の参加
（原則）

計
画
作
成

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示 11

計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

個
別
支
援
会
議

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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障害者虐待の防止・権利擁護

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に
ついて、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％を減算）を創設。

身体拘束の適正化

○身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位から

所定単位数の10％に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

（※）施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練

訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支援、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、 保育所等訪問支援

（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

虐待防止措置

（参考）身体拘束適正化措置
① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

（参考）障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

本人の意向を踏まえたサービス提供（同性介助）

○施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する
本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービス事業等の
指定基準の解釈通知に明記。 12

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策

定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。その際、一定程

度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。

概要

減算単位

算定要件

○ 以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。

• 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

• 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和７年３月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、

減算を適用しない。

ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められて

いないこと等を踏まえ、令和７年３月31日までの間、減算を適用しない。

【全サービス】

※ 就労選択支援については、令和９年３月31日までの間、減算を適用しない経過措置を設ける。

業務継続計画未策定減算【新設】

・100分の３に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設）

・100分の１に相当する単位数を減算

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く））

14

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変
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情報公表未報告の事業所への対応

概要 【全サービス】

○ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等

情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

○ また、施行規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、 情報

公表に係る報告がされていることを確認することとする。

減算単位

情報公表未報告減算【新設】

・100分の10に相当する単位数を減算

（療養介護、施設入所支援（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、

障害児入所施設）

・100分の５に相当する単位数を減算

（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、

医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く））

算定要件

○ 障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

都道府県等による確認

○ 都道府県知事（指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長）は、指定障害福祉サービス事業者等の

指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表

に係る報告がされていることを確認するものとする。
16

出典 厚生労働省 こども家庭庁

令和６年２月６日障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム 一部改変

サービス管理責任者の役割の改正について

12

・利用者及び利用者等に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う相談支援事業者へ当該個別支援計画を交付すること。

また、サービス管理責任者は、サービス等利用計画を踏まえた個別支援計画の作成等を可能とするため、当該相談支援事業者が実施するサービス担

当者会議に参加し、利用者に係る必要な情報を共有する等により相互連携を図ること。

・利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者を招集して行う会議を開催し、当該利用者の希望する生活及びサービスに対する

意向等を改めて確認するとともに、個別支援計画の原案について意見を求めること。

・個別支援会議は、意思決定支援ガイドラインにおける意思決定支援会議と一体的に行われることが考えられるが、意思決定支援会議をより丁寧に実施

するために、個別支援会議とは別に開催することも差し支えない。

なお、個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。ただし、例えば当該利用者の病状により、会議へ

の同席自体が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話装置の活用等、同席以外の方法により希望する生活及びサービ

スに対する意向等を改めて確認することで差し支えない。

個別支援計画の交付

個別支援会議の開催

モニタリング

・当該個別支援計画の実施状況の把握及び個別支援計画を見直すべきかどうかについての検討（当該検討は少なくとも６月に１回以上行われ、必要に応

じて個別支援計画の変更を行う必要があること。）を行うこと。

なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであり、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当

者会議及び個別支援会議を合同で開催又は相互の会議に出席する等の方法により連携強化を図ること。
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よくあるご質問

Ｑ＆Ａ（１）

Ｑ．今回の研修でサビ管及び児発管の修了証書が１枚

発行されるが、どちらにも従事することができるのか。

Ａ．実務経験があればどちらにもなることができる。

サビ管又は児発管になるには、①実務経験者であること、

②研修修了者であることの２つが要件となっています。

研修については、分野統合されたためサビ管と児発管の

両方の研修を修了したとみなされるので、もう１つの実務

経験者であることが満たされれば、サビ管・児発管のどちら

にも従事することができます。

よって、どちらかの管理責任者になるために再度基礎研修

から受講し直す必要はありません。

よくあるご質問

Ｑ＆Ａ（２）

Ｑ．次回の更新研修の期限はいつですか。

Ａ．修了証書に記載されています。

研修修了後に交付する修了証書に記載されていますの

で交付された後、御確認ください。

期限の数え方は、実践研修又は初回に受講した更新研修

の翌年度を１年目とし５年目に当たる年度が期限となります。

期限前に更新研修を受講した場合は本来の期限から５年間

延長されます。

例１）初回の更新研修令和元年度⇒更新期限令和６年度

２回目の更新研修を令和６年度に受講

⇒更新期限は、令和１１年度まで

例２）初回の更新研修令和３年度⇒更新期限令和８年度

２回目の更新研修を令和６年度に受講

⇒更新期限は、令和１３年度
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～まとめ～
・情報は更新されていく（報酬改定など）

⇒その情報は古くありませんか？

・利用者、保護者も情報を簡単に入手できる時代

⇒利用者や保護者から指摘や懸念が生じていませんか？

・人の言葉を鵜呑みにせず、自ら情報収集すること

⇒その情報は行政や利用者、保護者に確認した情報ですか？

常に情報を収集することで利用者や事業所を守ることにつながります

目先の仕事で大変だと思いますが、情報収集することを大切にしましょう
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